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住
宅
用
火
災
警
報
器
は

火
災
か
ら
あ
な
た
の
命
を
守
り
ま
す

毎
年
、
住
宅
火
災
で
多
く
の
人
が
死
亡
し
て
い
ま
す
。

住
宅
火
災
で
死
亡
し
た
人
の
半
数
以
上
が
高
齢
者
で
す
。

ま
た
、
火
災
で
死
亡
す
る
原
因
に
つ
い
て
も
、
半
数
以
上

が
「
逃
げ
遅
れ
」
で
す
。

尊
い
命
や
大
切
な
財
産
を
火
災
か
ら
守
る
た
め
、
火
災

の
発
生
を
早
期
に
発
見
す
る
住
宅
用
火
災
報
知
器
（
以
下

「
火
災
警
報
器
」）
の
設
置
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

彦
根
市
で
も
、
新
築
の
住
宅
な
ど
に
つ
い
て
は
、
平
成

18
年
６
月
か
ら
設
置
が
義
務
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

既
存
の
住
宅
な
ど
で
も
、
平
成
23
年
６
月
ま
で
に
火
災
警

報
器
を
設
置
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

左
上
の
図
は
、
住
宅
内
で
の
火
災
警
報
器
を
設
置
す
る

場
所
を
示
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
図
を
参
考
に
、
自
宅
で

の
火
災
警
報
器
の
設
置
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

火
災
警
報
器
の
購
入

火
災
警
報
器
は
、
防
災
機
器
取
扱
店
の
ほ
か
、
家
電
量

販
店
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
も
販
売
さ
れ
て
い
ま
す
。

購
入
す
る
と
き
は
、
設
置
場
所
に
応
じ
た
も
の
を
購
入
す

る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
国
の
基
準
に

適
合
し
た
製
品
に
は
「
Ｎ
Ｓ
マ
ー
ク
」
が
張
り
付

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
購
入
す
る
と
き
は
「
Ｎ
Ｓ
マ

ー
ク
」
が
つ
い
て
い
る
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

悪
質
な
訪
問
販
売
に
ご
注
意
を

火
災
警
報
器
の
設
置
が
義
務
化
さ
れ
た
こ
と
を

契
機
と
し
て
、
不
当
に
高
額
な
火
災
警
報
器
を
販

売
す
る
、
訪
問
販
売
業
者
に
よ
る
被
害
が
全
国
で

報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
訪
問
販
売
で
購
入
す
る
と

き
は
、
次
の
こ
と
を
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

す
ぐ
に
契
約
し
な
い

怪
し
い
と
感
じ
た
ら
、
そ
の
場
で
断
る

事
前
に
見
積
も
り
を
取
り
、
内
容
を
確
認
す
る

火
災
警
報
器
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
の
対
象
で

あ
る

「
罰
金
」「
罰
則
」
と
い
う
言
葉
に
動
揺
し
な

い
（
罰
金
、
罰
則
は
あ
り
ま
せ
ん
）

「酒気帯び運転」で検挙されたほとんどの人が、酔いの

自覚がありません。飲酒後にもかかわらず、「少しの飲酒

だから」「もう醒めたから」といった理由で、自動車を運

転する人がまだまだ後を絶ちません。

わずかな飲酒でも、視覚機能や注意力、判断力は確実に

低下します。どんなに少量であっても「飲んだら乗らない」

を徹底してください。

また、飲酒運転などの罰則が強化されました。改正の主

な内容をお知らせします。

また、このほかにも、「車両提供の禁止」「酒類提供の禁

止」など、飲酒運転を容認したり、助長したりする行為に

対する罰則も強化されています。詳しくは、彦根警察署交

通課までお問い合わせください。

問い合わせ先 彦根警察署交通課 27 0110、FAX27

0130
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土
砂
災
害
か
ら
国
民
の
生
命
を
守

る
た
め
、
平
成
13
年
に
施
行
さ
れ
た

土
砂
災
害
防
止
法
に
基
づ
く
「
土
砂

災
害
警
戒
区
域
」「
土
砂
災
害
特
別

警
戒
区
域
」
が
、
市
内
の
計
３
か
所

で
追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た
。（
お
よ

そ
の
場
所
は
左
の
地
図
の
と
お
り
）

こ
の
う
ち
「
土
砂
災
害
警
戒
区
域
」

に
指
定
さ
れ
る
と
、
市
が
警
戒
避
難

体
制
の
整
備
を
図
り
ま
す
。
ま
た
、

「
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
」
で
は
、

特
定
の
開
発
行
為
に
対
し
て
許
可
が

必
要
に
な
っ
た
り
、
建
築
物
の
構
造

の
規
制
や
移
転
の
勧
告
が
図
ら
れ
た

り
し
ま
す
。
詳
し
く
は
下
記
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
道
路
河
川
課
）
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先

道
路
河
川
課

30
６
１
２
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
24

５
２
１
１
番
、

湖
東
地
域
振
興

局
建
設
管
理
部
管
理
調
整
課

27
２
２
５
４
番（
警
戒
避
難
体
制

の
整
備
に
つ
い
て
は

総
務
課

30
６
１
０
０
番
へ
）

土
砂
災
害
警
戒
区
域

１
か
所
（
土
石
流
）、
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
を
含
む
警
戒
区
域

２
か
所
（
急
傾
斜
地
の
崩
壊
）

土
砂
災
害（
特
別
）警
戒
区
域
が

追
加
指
定
さ
れ
ま
し
た

正
法
寺
町

10
月
は

臓
器
移
植
普
及
推
進
月
間
で
す

彦
根
市
を
含
む
県
内
の
す
べ
て
の

市
町
で
、
国
民
健
康
保
険
証
に
「
臓

器
提
供
意
志
表
示
欄
」
を
設
け
て
い

ま
す
。
臓
器
提
供
は
強
制
さ
れ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
自

分
の
意
志
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
臓
器

を
提
供
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
、

提
供
し
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち

も
、
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

10
月
は
臓
器
移
植
普
及
推
進
月
間

で
す
。
こ
の
機
会
に
臓
器
移
植
に
つ

い
て
家
族
で
話
し
合
い
、
臓
器
提
供

に
対
す
る
自
分
の
意
志
を
記
入
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課

30
６
１
１
２
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
22

１
３
９
４
番
、
臓
器
移
植
に
つ
い

て
は
、
日
本
臓
器
移
植
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク

０
１
２
０
78
１
０
６
９

番
（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）
へ

浄
化
槽
の
法
定
検
査
を

忘
れ
ず
に
！

浄
化
槽
は
、
定
期
的
な
保
守
点
検
、

清
掃
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
が
適
切
に
行

わ
れ
て
い
る
か
検
査
す
る
法
定
検
査

を
一
年
に
１
回
受
け
る
こ
と
が
、
法

律
で
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

浄
化
槽
は
、
琵
琶
湖
や
河
川
な
ど

の
水
質
保
全
に
お
い
て
も
、
重
要
な

生
活
排
水
処
理
施
設
で
す
。
法
定
検

査
を
忘
れ
ず
に
受
け
て
く
だ
さ
い
。

検
査
の
申
込
先

滋
賀
県
生
活
環

境
事
業
協
会

０
７
７
５
５
４

９
２
７
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
０
７
７

５
５
４
９
２
９
３
番

問
い
合
わ
せ
先

生
活
環
境
課

30
６
１
１
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
27

０
３
９
５
番

意
見
公
募
手
続
を

制
度
化
し
ま
し
た

「
意
見
公
募
手
続
」
と
は
、
彦
根

市
の
基
本
的
な
政
策
な
ど
を
策
定
す

る
場
合
に
、
そ
の
政
策
な
ど
の
案
に

つ
い
て
事
前
に
公
表
し
、
市
民
の
皆

さ
ん
か
ら
意
見
を
募
集
す
る
制
度
で

す
。
こ
れ
ま
で
に
も
、「
彦
根
市
総

合
発
展
計
画
」
を
始
め
、
一
部
の
計

画
な
ど
を
策
定
す
る
際
に
、
市
民
の

皆
さ
ん
か
ら
、
意
見
を
募
集
し
て
き

ま
し
た
。

こ
の
意
見
募
集
に
つ
い
て
、
彦
根

市
と
し
て
統
一
し
た
基
準
で
意
見
公

募
手
続
き
を
実
施
す
る
た
め
に
、
新

た
に
要
綱
を
制
定
し
ま
し
た
。
詳
し

く
は

ま
ち
づ
く
り
推
進
室
に
お

問
い
合
わ
せ
い
た
だ
く
か
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

制
度
の
対
象
と
な
る
も
の

計
画
・
構
想
・
方
針
の
新
規
策

定
、
ま
た
は
改
定

憲
章
・
宣
言
の
新
規
策
定
、
ま
た

は
改
定

条
例
の
制
定
、
ま
た
は
改
廃

市
の
基
本
的
な
制
度
を
定
め
る

も
の

市
民
生
活
、
ま
た
は
事
業
活
動

に
、
直
接
で
、
重
大
な
影
響

を
与
え
る
も
の

市
民
な
ど
に
義
務
を
課
す
、
ま

た
は
権
利
を
制
限
す
る
も
の

※
た
だ
し
、
緊
急
を
要
す
る
場
合
や
、

軽
微
な
改
正
を
行
う
場
合
、
市
に

裁
量
の
余
地
の
な
い
場
合
な
ど
は

対
象
外
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

ま
ち
づ
く
り

推
進
室

30

６
１
１
７
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
22
１
３
９
８
番

下
水
道
排
水
設
備
工
事

責
任
技
術
者
試
験

試
験
日
　
平
成
20
年
２
月
21
日

午

後
２
時
〜

試
験
会
場
　
立
命
館
大
学
び
わ
こ
・

く
さ
つ
キ
ャ
ン
パ
ス
（
草
津
市
野

路
東
一
丁
目
）

申
込
書
配
布
・
申
込
期
間
　
11
月
１

日

〜
同
15
日

（
土
・
日
曜
日

と
祝
日
は
除
く
）
の
午
前
９
時

〜
午
後
５
時

申
込
書
配
布
・
受
付
場
所
　

下
水

道
部
管
理
課
（
市
民
会
館
１
階
）

問
い
合
わ
せ
先
　
同
課

22

５
４

５
８
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22
５
４
３
３
番


